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人口・社会統計部会の審議状況について 

（住宅・土地統計調査）（報告） 
 

項 目 変 更 内 容 等 

部会審議 

審 議 の 状 況 
第 
１ 
回 

第 
２ 
回 

１ 計画の変更 
（１）報告者数 

○調査票甲は約 300万住戸か
ら約 320万住戸に、建物調
査票は約 350万住戸から約
370万住戸に増加 

  
 ※調査票乙は約 50万住戸のまま

で変更なし。 

●   ・やむを得ないものと整理 
（標本設計における第 1次抽出単位となる平成 27
年国勢調査調査区の増加に起因するもの。ただ
し、今後の課題として、人口高齢化等に伴う世
帯数増加に連動し報告者数が増加する現行の標
本設計の見直し等について検証・検討すること
が必要）          〔別紙１参照〕 

（２）主な調査事
項 

①「東日本大震災による転
居」の削除〔調査票甲・乙〕 

  

●   ・適当と整理 
（基礎的な情報は復興庁等において把握） 

②「前住居」の所在地の削除
〔調査票甲・乙〕 

● ● ・第２回部会において引き続き審議 
 

③把握対象の変更及び「現住
居以外の住宅」の追加〔調

査票甲〕 

 ● 

（第２回部会で審議） 

④把握対象の変更、「現住居
以外の住宅（空き家）」の
追加等〔調査票乙〕 

 

 ● 

⑤居住世帯のない住宅（空き
家）「その他」の所有状況
を把握する調査事項の追加
〔調査票乙〕 

 ● 

⑥「居住室」及び「床面積」
の記入対象部分の図示〔調

査票甲・乙〕 

 ● 

 ⑦「住宅の建て替え・新築・
購入などの別」の選択肢区
分の分割等〔調査票甲・乙〕 

 ● 

 ⑧現住居の敷地以外に所有す
る農地・山林の所在地及び
「面積の合計」の変更〔調

査票乙〕 

 ● 

 ⑨「敷地面積」及び「建築面
積」の削除〔建物調査票〕 

 ● 

資料５－１ 

（本調査で把握していた世帯の移動状況は国勢調
査でも把握。また、住宅形態の変動情報は引き
続き本調査において把握。第２回部会において、
本調査と国勢調査等関連統計調査との役割分担
を含め、世帯や建物の移動状況の把握状況につ
いて確認）          〔別紙２参照〕 
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項 目 変 更 内 容 等 

部会審議 

審 議 の 状 況 
第 
１ 
回 

第 
２ 
回 

（３）調査方法 ①オンライン調査に係る
ID・パスワードの配布方法
の変更 

●  ・適当と整理 
（二段階配布方式の導入により、オンライン利用
率の向上等に寄与） 

 ②郵送により調査票を市町村
に提出できる仕組みの導入 

● ● ・おおむね適当と整理 
（調査員事務の負担軽減や調査の円滑な実施等に
寄与。なお、第２回部会において、試験調査に
おける郵送調査等回収方法別の未記入率の状況
等について確認） 

 

 ③集合住宅の管理会社等への
調査員業務の委託 

● ● ・第２回部会において引き続き審議 
（調査員事務の負担軽減や調査の円滑な実施等に
寄与。第２回部会において、①有料老人ホーム
やサービス付き高齢者向け住宅等の委託契約上
の取扱い、②管理会社等に対する周知・広報等
について確認）  〔別紙３参照〕 

 ④提出状況管理システムの構
築等 

● ● ・適当と整理 
（地方事務の負担軽減、調査の円滑な実施等に寄
与）            〔別紙４参照〕 

 ⑤コールセンターの充実・強
化 

● ● 

（４）報告を求め
る期間 

○調査期間及び調査開始時期
の変更 

 ● 

 

（５）調査結果の
公表の方法及
び期日 

○集計体系の見直し・公表時
期の早期化等 

 ● 

（第２回部会で審議） 

（６）集計事項 ○調査事項の削除・追加・変
更に伴う集計事項の変更 

 ● 

 

２ 前回答申（平
成 25年２月）
における課題へ
の対応 

○オンライン調査結果の平成
30年調査への反映及び各
府省への情報提供 

 

●  ・適当と整理 
（オンライン回答の更なる推進、オンライン調査
実施に係る地方事務の負担軽減・円滑化、実施
状況に係る様々な情報の各府省への提供） 

３ その他 中長期的な視点からの調査の
効率的な実施等に向けた検討
(不動産登記情報や地理情報等、客観

的な形で把握可能な情報の利用) 

● ● ・法人土地・建物基本調査の審議結果も踏まえな
がら、第２回部会において引き続き審議 
 

（注）第１回（第 85回人口・社会統計部会）は平成 29年 12月８日（金）に開催、第２回（第 86回人口・社会統計
部会）は同 12月 26日（火）に開催予定 
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報告者数の変更について 

 

１ 調査票甲及び建物調査票の報告者数は、母集団を平成22年国勢調査結果から平成27年国勢

調査結果に変更したことに伴い、調査票甲は約300万住戸から約320万住戸に、建物調査票は

約350万住戸から約370万住戸にそれぞれ増加する。 

   
        表           報告者数の変更 

調査票 現行 変更案 
調査票甲 約300万住戸 約320万住戸 

調査票乙 約50万住戸 約50万住戸（変更なし） 

建物調査票 約350万住戸 約370万住戸 

（参考） 
母集団の大きさ 

約5200万世帯 

約１億2800万人 

約5300万世帯 

約１億2700万人 

 
２ 標本設計については、以下のとおり、市区町村別の結果に必要な標本調査区抽出率を人口

規模別に設定している。 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 今回の調査における調査対象住戸の増加については、上記標本設計における第１次抽出単

位となる平成27年国勢調査調査区の増加に起因しているものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙１ 
人口・社会統計部会 事務局・調査実施者提出資料（抜粋） 
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調査事項（「前住居」の状況）の削除〔調査票甲及び調査票乙〕 

 

「前住居」の状況を把握する調査事項のうち、所在地を把握する調査項目を削除す

る。 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
１ 行政政策への直接的な利用は確認できないが、「住生活基本計画」を策定する際の検討にお

いて、居住ニーズと住宅ストックの不適合の分析資料が参考情報として活用されている。 

 

２ 世帯の移動状況を示す「前住居地」と「現住居地」をクロスした集計は行っていない。 

  一方で、居住形態の変動状況を示す「前住居の居住形態」と「現住居」をクロスした集計

については下表のとおり行っており、今回の調査においても、当該集計を行うこととしてい

る。 

 

【世帯の住居移動に関する集計表】 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
３ 「前住居地」情報については、後記５の表のとおり。 

国勢調査において、世帯類型別に、世帯の現住居からみた５年前の常住地を都道府県、特

別区、人口50万以上市別で集計されており、本調査で把握している世帯の移動状況と代替可

能であると考えている。 

また、「住生活基本計画（都道府県計画）」等においても、世帯の移動状況は、国勢調査の

データが利用されている。 

 

４ 前述のとおり、世帯の移動状況は国勢調査が利用されており、居住形態の変動状況につい

ては、引き続き本調査において把握することとしている。 

「前住居地」の調査事項は、国土交通省からも政策的必要性は低いという回答であったこ

別紙２ 

（単位：世帯） 

削 除 
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と、また、「空き家」に関するデータの政策的必要性が重点課題となっており、調査票の設計

と記入者負担軽減の観点から当該項目を削除することとしたもの。 

 

５ 本調査事項に係るデータ面での経年変化（平成15年、20年及び25年）は、以下のとおり。 

  

【従前の居住地別調査年までの５年の間に現住居に入居した普通世帯数】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

（単位：世帯） （単位：世帯） （単位：世帯） 
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集合住宅の管理会社等への調査員業務の委託について 

 

１ 平成27年国勢調査における調査員業務の委託契約の締結までの流れ等については、以下の

とおり。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⇒ 住宅・土地統計調査においても、同様の流れで実施する予定。 

 

２ 集合住宅や社会福祉施設等における管理会社・運営法人への調査員事務の委託については、

平成27年国勢調査時に初めて導入された仕組みである。オートロックマンション・ワンルー

ムマンション、病院や老人ホームなどについては、一般の調査員では調査対象世帯に調査を

お願いすることが困難であることから、円滑な調査を実施するため、集合住宅や社会福祉施

設等を管理している事業者と契約を結び、調査員の事務を委託する仕組みを構築したところ

である。 

これにより、円滑な調査の実施はもとより、調査員確保対策にも寄与したものと考えてい

る。特に、社会福祉施設については、入居者の忌避感なども少ないことから、平成27年国勢

調査では、多くの調査区において、業務委託が行われたところである（下表参照）。 

なお、改善すべき点は、現時点では特に無かったと思われる。 

 

 
 

 
 

別紙３ 
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【平成 27年国勢調査 調査区特性（後置番号）別の業務委託契約数及び調査区数】 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３ 既に平成27年国勢調査において全国的に導入している仕組みであり、今回調査においても、

当該仕組みを導入するニーズが高いと想定されることから、同様の仕組みを導入することが

好ましいと考えている。 

なお、地方自治体においても、平成27年国勢調査時に調査員業務を委託した団体の情報が

あることから、今後、今回調査に向けて当該措置の積極的な活用を図るよう、事前に調整す

ることは可能であり、当該仕組みの導入により、調査員確保に係る地方の事務負担が軽減さ

れるものと考えている。 

契約数 調査区数
割合(％) 割合(％)

総数 ４，８４５ １００．０ ６，１５７ １００．０

後置番号１
（一般調査区）

２２２ ４．６ ５６０ ９．１

後置番号４
（社会施設・病院のある区域）

４，２２１ ８７．１ ４，９５０ ８０．４

後置番号８
（おおむね50人以上の単身者が居住
している寄宿舎・寮等のある区域）

３９４ ８．１ ６３９ １０．４

その他
（上記後置番号以外）

８ ０．２ ８ ０．１
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提出状況管理システムの構築等 
 

１ 「提出状況管理システム」とは、オンライン回答及び郵送提出された世帯をシステム上で

国、都道府県、市区町村が同時に管理できる仕組みであり、調査対象世帯からの回答状況を

一元的に把握することが可能なシステムとなっている（図１参照）。 

 

図１ 「提出状況管理システム」関連の概念 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、オンライン回答された状況は、自動的に同システムに登録されることから、調査員

の活動状況がタイムリーに調査単位区ごとに把握することができ、調査の漏れなどが防止で

きるものと考えている。 

 

※ 平成27年国勢調査において、調査員が病気で活動ができなかったという事案があった 

際に、この「提出状況管理システム」において、調査が未実施であることを早期に把握す

ることができ、指導員が代行して調査を行った事例があった。 

 

２ 本年７月に実施した試験調査で実施・検証を行った結果、「提出状況管理システム」の運用

面については、特段問題も無く実施することができた。しかしながら、今回調査で実施した

場合の課題について、地方から意見・要望があったところである。 

例えば、本調査では、調査対象世帯の数が多くなることから、郵送提出された世帯の入力

を市町村で行うとなると、賃金職員により入力を行うことが想定されるが、現行のシステム

内だけでしか作業ができないと、ＰＣの環境整備など様々な弊害が生じるため、エクセル形

式で分散作業が行える仕組みを構築してほしいとの要望などがあった。 

これらの要望を踏まえ、今回調査に向けてシステムの改修を行うとともに、地方事務の負

担をできる限り軽減できる仕組みを検討することとしている。 

「提出状況管理システム」を導入することは、調査員の活動状況の把握や調査対象世帯か

らの回答状況の確認が行えることから、円滑な調査の実施が可能な仕組みとなっている。 

平成30年住宅・土地統計調査システム関連

世 帯

市町村

都道府県

統計局

政府統計共同利用システム

調査員

指導員

（郵送回答データ）

回答データ送信
オンライン調査システム
・電子調査票ＨＴＭＬ形式
(ＰＣ版、（日本語、英語)、
ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ・ﾀﾌﾞﾚｯﾄ版（日本語、
英語））

世帯への調査システム

伝達

（回答状況確認表）

実査

調査実施者

郵送

督促

登録（政府統計共同利用システム
の機能を活用した自動連携）

（オンライン受付データ）

提出状況管理システム
・郵送回答登録機能
・回答状況一覧表示機能
・「回答状況確認表」出力機能
・誤配布等修正機能 など

国・地方の調査管理システム

出力
登録（手入力）

伝達

Ｌ
Ｇ
Ｗ
Ａ
Ｎ

総
務
省
Ｌ
Ａ
Ｎ

※LGWANが利用するできない自治体が存在するため、インターネット経由でのアクセスも可能とする。

別紙４ 
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また、オンライン回答及び郵送提出の状況の伝達を調査員に行うことが可能な仕組みを構

築していることから、調査員が回答のあった調査対象世帯に再度行くこと無く事務の効率化

が図れるものと考えている。 

ただし、オンラインで回答できる期間は24日間としており、調査員への伝達期間内におい

ても報告者からオンライン回答等があることが想定されることから、調査員が地方自治体に

最新の回答状況を直接問い合わせる事務負担を考慮し、国において、調査員専用のコールセ

ンターを設置し、回答状況の問合せ・確認ができる仕組みを構築する予定である。これによ

り、できる限り、地方事務の負担軽減に努めてまいりたい。 
 


